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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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第二部で確認したSTEPに沿って、
EPAを利用するための手続きを
一緒に進めていきましょう！

■今回の設定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

生産者
林 五郎

卸売：農協
りんご花子

輸出者：東京共同商事
輸出太郎

輸入者 販売代理店：
VIETNAM FRUITS 
TRADING CO., LTD

Ms. Apple

最近ベトナム向けのりんごを輸出量が伸びないなぁ。
ベトナム側の販売代理店が米国産のりんごをプロモーションしているようだ。。
このままじゃ米国産のりんごに負けてしまう。販売代理店にもっと日本産のりんご
を売ってもらえるように、EPAを使って関税削減した分を販売代理店の
インセンティブにしたい！はじめての挑戦で不安もあるけれど頑張ってみよう！

私も協力します！
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農林水産省が公開しているEPA関税率早見表を見てみましょう！

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

■STEP1 早見表で協定決定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

りんご（生鮮）
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チェックポイントは、

①MFN税率とEPA税率を比較 ②協定 ③証明制度でしたね！

MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

自
己
申
告
（自
己
証
明）

認
定
輸
出
者

地域 国名 協定名

使用
する
HS
コード

第
三
者
証
明
（商
工
会
議
所）

りんご（生鮮）

0808.10

① MFN税率＞EPA税率になっているので、削減効果がありますね！
②＜日ベトナム協定＞＜CPTPP＞は削減効果が大きい！
③＜日ベトナム協定＞は第三者証明制度、＜CPTPP＞は自己証明制度

今回は、はじめてのEPA挑戦なので、第三者証明制度の
＜日ベトナム協定＞で進めてみたいと思います！

■STEP1 早見表で協定決定

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

32
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利用協定が決まったら、次は輸出産品の産地を確認しましょう！

出荷伝票で、
☑ 生産者名：林 五郎
☑ 生産者の所在地・連絡先：果物市リンゴ町2-2(TEL:017-111-2222)
☑ 収穫地：青森県 と確認できました！

出荷伝票
納品日：2021.07.15
東京共同商事 様

伝票番号 1234567

納品者：JAあおもりんご
青森県果物市リンゴ町1-1

明細

No. 品名 数量 金額

1 青森県産 リンゴ 3箱 ****

生産者：林 五郎 果物市リンゴ町2-2
(TEL:017-111-2222)

■STEP2 産地を確認

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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輸出産品の産地の確認が取れたら、それを生産者に証明してもらう
書類「農林産品に係る生産証明書」を入手しましょう！

仕入先である農協さんに「農林産品に係る生産証明書」
を依頼してみたいと思います！
農協さん、「農林産品に係る生産証明書」の作成をお願い致します。

承知しました！任せて！

「農林産品に係る生産証明書」の作成者：
生産者 or 生産者から直接集荷・購入した者（農協）

生産者から直接購入していない場合は、取引先を通じて
確認・依頼を進めましょう。

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

重要ポイント
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「任せて！」なんて言っちゃったけれど、
いったいどうすればいいのかしら・・・

これが、「農林産品に係る生産証明書」のフォーマットです！
一緒に記入していきましょう。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_contro
l/boekikanri/download/gensanchi/nourinsanpin.doc

「農林産品に係る生産証明書」フォーマット

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 36

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

なんだ！結構簡単なんだ！
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「農林産品に係る生産証明書」提出します！
引き続き宜しくお願いします！頑張ってくださいね！

農協さん、どうもありがとうございます！
農協さんが協力してくださったおかげでとっても助かりました！

無事に入手できてよかったですね！

この証明書を発行できるのは、

生産者 or 生産者から直接集荷・購入した者（農協）
のみです。
生産者・農協から直接購入していない場合は、取引先を通じて確認・依頼を
進めていく必要があるので注意してくださいね。

■STEP3 生産証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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下準備が整ったら、いよいよ原産地証明書のステップに入ります。
今回は、第三者証明制度となりますので、

日商で＜原産品判定依頼＞＜発給申請＞
の手続きを進めていきましょう！

「手続き」って難しくてにがてなんだよなぁ。

大丈夫です！一緒に一つずつ進めていきましょう。
日商の発給システムを利用するのが初めての場合、
まずは企業登録からスタートしましょう。

■STEP4 原産地証明書の取得

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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※1：法人ではなく個人の場合は、「住民票の写し」「印鑑証明書」「登録申請書」を郵送します

企業登録には6つのステップがあります。
この流れで手続きを進めていきましょう。

■STEP4 原産地証明書の取得＜4-1企業登録＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1
「企業登録フォーム」に入力し、送信ボタンクリック

2
日商からメール受信

3
メールに記載されたURLにアクセスし、「登録申請書」に入力

4
「登録申請書」を印刷し、サイナーの署名を肉筆で記入

「履歴事項全部証明書」と「登録申請書」を郵送※1

6 日商システムを利用するためのユーザーID・パスワードを記載した通知書を受け取る

＜郵送先＞
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番2号
日本商⼯会議所 国際部 特定原産地証明担当 電話： 03-3283-7850

5
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企業登録の詳細については、こちらも併せてご確認ください

➢ 企業登録の流れ

「法人」「個人」を選択後の画面にて、 「企業登録フォーム」の入力画面に進むことができます

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html

➢ 動画
企業登録についての説明、手続きの流れが4分弱の動画にまとめられています

https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/index.html

■STEP4 原産地証明書の取得＜4-1企業登録＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

通知書には、発給システム のURL、システムにアクセスするための
ユーザID、パスワードが記載されています。発給システムのURLは
非公開となっておりますので、通知書は大切に保管してください。

重要ポイント

日商ホームページ

①1企業1登録 ②有効期限：2年 ③登録手数料：無料

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/epa-douga/index.html
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-2ログイン＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

通知書に記載されている
IDとパスワードを入力します！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1

2

「原産品判定依頼書入力」→「新規入力」
の順でボタンをクリックします！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

判定依頼できる事務所は全国でも限られています。
次ページをご参照ください！

誓約内容にしっかり
目を通してから「はい」を
クリックして先に進もう！

3

4

ここでは、協定と判定事務所を選択するぞ。
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参考：日本商工会議所の判定事務所と発給事務所

第三部：例題 第三者証明制度における手続き
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、生産者情報を入力していきましょう！

判定依頼者の欄は
自動入力されているよ！Ａ11111111

輸出 太郎

株式会社東京共同商事

[企業登録番号]欄に
「999999999（９を９桁）」入力し、
社名などの情報を入力していきます。
※生産者が企業登録している場合：企業番号欄に企
業番号を入力→情報取込むボタンクリック→企業番号
に対応した生産者情報が自動で入力されます

5

6
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、HSコード・産品名・特恵基準 を入力していきましょう！

産品HS

コードを入力
産品の英語名

を入力

特恵基準を

選択

特恵基準はWOを選択

すればいいんだね！
※協定によってはＡと書かれている場合もあり
※生鮮果実・野菜の場合

WOの場合ここは
考えなくてもＯＫ！

7 8

9
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

2020年4月6日以降の判定依頼分については、発給システム上で保存書類
をアップロードすることができるようになりました。

ファイル形式はPDFのみとなりますのでご注意ください。

次ページにアップロード手順書のURLを掲載しておりますので、ご参照ください。

10 11

次に、農林産品に係る生産証明書 を添付しましょう！

従来通りメール・FAXにて
提出する場合は、こちらに
チェックを入れてください。
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参考：生産証明書のアップロード方法

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

特定原産地証明書発給システムでの原産品判定依頼に
おけるファイルアップロード機能について （判定依頼者向け）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/2003uplo
ad_manual.pdf

参考

生産証明書をアップロードする方法に
ついては、日商が公開している手順書
をご参照ください！

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/2003upload_manual.pdf
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参考：生産証明書の提出方法

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

【判定依頼者向けご連絡】全ての原産品判定における
資料提出について（2019年３月11日開始）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/190301hant
eishiryo.pdf

参考

日本商⼯会議所では
書類の全件チェックを
行っています。

生産証明書の提出が
無い場合は判定依頼は
「保留」状態となりますの
でご注意ください。

判定依頼先の商⼯会議
所の受付方法に合わせ
送付します。

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/190301hanteishiryo.pdf
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参考：東京事務所の例（アップロード以外）

※提出の仕方は、判定事務所によって異なりますのでご注意ください。

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

原産品判定における立証資料の提出について
（東京事務所からのご案内）

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/tokyo
_teshutsu.pdf

東京事務所では、FAXによる提出も可能
です。※ただし、FAXが30枚を超える場合は郵送

原産品判定の申請を行ってから3営業日
以内に提出がない場合は、申請状態が
「保留」とされますので、判定依頼の後は
すぐに根拠書類をFAXしましょう。

参考

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/tokyo_teshutsu.pdf
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-3判定依頼＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

WOを選択した場合、
ここは自動的に＜無＞
が選択されるんだね！

自動で表示

判定審査完了メールを希望する場合は、
[E-mail]欄に送信先のメールアドレス
を入力してください。12

13
最後に内容を確認したら、判定依頼のボタンをクリックします。
問題なければ、原則3営業日で承認されます！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

1

2

「発給申請書入力」→「新規入力」
の順でボタンをクリックします！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

3

発給事務所の一覧は、44ページをご参照ください！

ここでは、

協定と発給事務所を選択するぞ。
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

英文社名

を入力

英文所在地

を入力

［発給申請者］の項目は
自動入力されているよ！

Ａ11111111

輸出 太郎

株式会社東京共同商事

Taro Yushutu

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd

次に、輸入者情報 を入力しましょう！

4
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■STEP4 原産地証明の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

船積日

（予定日）

を入力

次に、輸送手段 を入力しましょう！

ここでは、船積日（予定日）が入力必須なんだね。

5
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

[第三国インボイスの発行者]欄は、
今回該当しないため未入力で構いません。

原産品判定番号を入力
すると黄色網掛け部分は
自動入力されるんだ！

6

7

入力できたら、
＜登録＞→＜戻る＞

＜産品情報入力・修正／削除＞
ボタンをクリックし、産品情報入力
画面で必要事項（数量・単位・
インボイス番号、インボイス日付）
を入力していきましょう！

APPLE

APPLE
080810 A11111111
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

次に、包装数量・形態を入力しましょう！

8

ケースマーク（荷印・荷物番号）とは、
輸出する貨物の外装に刷り込む記号や番号のことだね。
この項目は入力必須項目ではないので、入力しなくてもOK!
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

「本件に関するご担当者」欄は
自動で入力されるんだね。

9

次に、手数料納付方法を入力しましょう！
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■STEP4 原産地証明書の取得＜4-4発給申請＞

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

＜発給申請＞ボタンをクリックしたら、
発給申請の手続き完了だ！！

10

最後に、交付準備完了メールを希望する場合は、
[E-mail]欄に送信先のメールアドレスを入力しましょう！

問題なければ、原則2営業日で発給されます！
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日ベトナム協定の書類保存期限は3年でしたよね。
この4点の書類をセットにして保存しておきます！

■STEP5 書類の保存

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Invoice Packing 
List

BL

農林産品に係る
生産証明書

生産場所
の確認書類

原産地証明書
の写し

船積書類
の写し

輸入国側より、輸出した産品が原産品であるかどうか、
確認の問合せがくる可能性もありますので、

原産品であることを示す証拠書類は保存しておいて下さいね！
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生鮮食品は、鮮度が命。
できるだけ早く手続きをしたいのですが
どうしたらよいでしょうか？

色々な手を打つことができますので、順に紹介しますね！

■Ｑ＆Ａ

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Ａ1：自己証明制度を使う

Ａ2：企業登録を先に済ませておく

Ａ3：過去に取得済の判定承認を利用する

Ａ4：GI制度を活用する

Ａ5：発給申請を船積み前にする

Ａ6：認定輸出者の認定を受ける
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A1：自己証明制度を利用する

自己証明制度では、生産証明書の入手、日商手続きが不要
そのため、第三者証明制度よりも早く、原産地証明書
（自己申告書）を輸入者側に送付することができる

第三者
証明

自己
証明

自社で原産地証明書
を作成

生産証明書の入手

STEP3 STEP4

不要

※各協定で採用されている証明制度の詳細はＰ14をご参照ください。

採用協定：
CPTPP、日EU協定、

日英協定、日米貿易協定、
日オーストラリア協定

第一種
特定

原産地
証明書

④発給
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A2：日商システムへの企業登録を先に済ませておく

日商システムを利用するにあたり必要となる企業登録には、
原則7営業日ほど時間がかかる
企業登録を先に済ませておくことで、生産証明書入手後すぐに
第一種特定原産地証明書の取得手続きを進められるようになり
時間短縮できる

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

第三者
証明 早見表

で協定決定
産地

を確認
生産証明書

の取得

原産地
証明書
の取得

書類
の保存

STEP4に入るまでに日商システムへの企業登録

－ 初めて日商手続きをする場合 －並行して
進めておく
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A3：過去に取得済の判定結果を利用する

過去に判定依頼をして承認された産品（同じ生産者から仕入れた
同じ産品）については、再度判定依頼をする必要はなく、
過去の判定結果を利用することが可能

輸出者

②判定承認

日本商工会議所

①生産証明書
添付して
判定依頼※1

同じ生産者
同じ産品

③輸出に
合わせて
発給申請

④発給

過去の
判定結果を
繰り返し利用

生産
証明書

第一種
特定原産地

証明書
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A4：GI制度を活用する

GI産品を輸出する場合は、原産品であることを明らかにする資料として、
生産証明書の提出に代えて、GI登録名称の記載された契約書、
仕入書、伝票等の写しと所定の様式（説明書）を提出することにより、
原産品判定の手続きを簡素化できる

生産証明書の作成
お願いします！

依頼

回答

伝票

説明書

生産証明書は不要なのね！
手続きが簡単ね！

私の自慢のGI産品、
いっぱい輸出してください！

輸出者側だけで書類の準備が
できるから、時短になるな！

卸売市場で買い付けた場合は生産証明書の取得が
難しかったけれど、この制度を使えばEPA活用できそうだ！
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＜参考＞そもそもGI保護制度とは？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の
特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称（地理的表示）
を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
＜ブランド価値を持った食材を、認め、守りながら、世界に広める取組み＞と考えることも
できます。

EPA手続きにおけるGI活用のポイント

①対象産品か確認
簡素化の対象となるGI産品については、「地理的表示(GI)保護制度を活用して原産品判定
依頼を行うことができる産品一覧」に掲載された産品のみ！GI産品全てが簡素化の対象とは
ならないので注意。対象となるGI産品は、随時更新されますので、手続を行う際には最新版を
確認しましょう。

②所定の様式の説明書を準備
「地理的表示(GI)に基づく原産品としての説明書（様式）」を作成します。
原産品判定依頼時には、この説明書と、GI登録名称の記載された納品書、仕入書、伝票等
の写しを提出します。

対象産品かどうかは農水省のサイトから確認できます！
説明書の様式もこちらのサイトから確認！
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_
kanren/gi.html

GI=Geographical Indication

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/gi.html
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＜参考＞EPA利用手続きの簡素化対象となるGI産品

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

出典：https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/pdf/gi-4.pdf
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A5：発給申請を船積み前にする

発給申請の手続きは船積み前に行うことも可能
発給申請時に入力する船積み日は予定日の情報でも問題ない

輸入者輸出者

輸出に
合わせて
発給申請

送付

日本商工会議所

発給

予定日

船積み日

第一種
特定原産地

証明書
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Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

第三者
証明

認定
輸出者

自社で原産地証明書
を作成

生産証明書の入手

STEP3 STEP4

不要

A6：認定輸出者の認定を受ける

輸出者は自ら原産地証明書の作成ができるため、
日商での手続きよりも早く対応できる
※例えば、市場で仕入れたリンゴをその日のうちに航空便で発送する場合などに利用できる。

採用協定：
日メキシコ協定
日スイス協定
日ペルー協定

RCEP（未発効）

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy

/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/

1904ninteipr2.pdf
＜メリット＞
①発給コストを削減できる
②政府が認定するため、自己証明よりも信頼度がある

第一種
特定

原産地
証明書

④発給
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手続きに手間取って、原産地証明書の
取得が間に合わない場合も出てくるかと
思います。
その場合は、どうしたらよいでしょうか？

いくつか手を打つことができますので、順に紹介しますね！

■Ｑ＆Ａ

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

Ａ2：（輸入通関に間に合わなかったら）還付制度を確認する

Ａ1：（船積みに間に合わなかったら）遡及申請をする
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Ｑ：原産地証明書が間に合わなかったらどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A1：（船積みに間に合わなかったら）遡及申請をする

発給申請は、原則、船積みまでに行うこととなっている
しかし、船積み後でも、発給手続きを行うことができる（遡及申請）
※遡及申請ができる期間は協定によって異なるので、各地の日本商⼯会議所へお問合せください。

輸入者輸出者

遡及申請

送付

日本商工会議所

発給

船積み後

予定ではなく
正確な船積み
情報を入力

※輸入申告に間に合う場合

第一種
特定原産地

証明書
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Ｑ：原産地証明書が間に合わなかったらどうすればいいですか？

第三部：例題 第三者証明制度における手続き

A2：（輸入通関に間に合わなかったら）還付制度を確認する

輸入通関時に原産地証明書が間に合わなかった場合でも、
遡及申請を行い、原産地証明書を提出することでEPAを
適用できる可能性はある

※一度支払った関税の還付を受けられるかどうかは、輸入国の国内法によるため、
輸入国側にご確認ください

輸入国税関

輸入
申告

品物

輸入通関後
に提出

一度支払った関税還付？
（国による）

第一種
特定原産地

証明書
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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分


